
ガスに関するご相談は．．．

お客さまの給湯器に見覚えのないステッカーが貼られていないでしょうか？

このステッカーを見てガス機器の修理を依頼したお客さまからのお問い合わせがございますが、ステッカーの業者とは当社

は一切関係ございません。

また、お客さまの承諾なく敷地内へ侵入したり、お客さまの所有物に勝手にステッカーを貼る行為は違法です。くれぐれもご

注意ください。

※ うっかり電話をして機器の買い替え等の契約をしてしまった場合でも8日以内であれば解約（クーリングオフ）できます。

詳しくは岡山ガスまでお問い合わせください。

ご用心ください。

当社がご訪問の際には、身分証明証を携帯しております。証明証の提示をお求めください。

ガス機器の修理はお客さまのお住まいのエリアを担当するサービスショップが対応させていただいて

おります。ガス機器の修理は、安全・迅速な岡山ガスまたは担当サービスショップにご連絡ください。

身分証の確認を！


